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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シングルプルフィット調節動作を利用した、靴を足に固定するためのシステムであって
、前記靴は長さと幅を有し、前記システムは、
　（ａ）前記靴の第１側面の概して中央位置に配置されたバックル部品と、
　（ｂ）前記靴の第２側面のつま先部分の第１取り付け点から、前記靴の前記第１側面の
前記バックル部品に延在する第１ストラップと、
　（ｃ）前記靴の前記第１側面の中央点の第２取り付け点から前記バックル部品に延在す
る第２ストラップと、
　（ｄ）前記靴の前記第１側面の後部直立かかと部分の第３取り付け点から、前記バック
ル部品を摺動して通過し、前記靴の前記第１側面に固定された調節機構へ長手方向に延在
する可変長ストラップと、を有し、前記調節機構は前記可変長ストラップをその長さに沿
って交互に開放及び固定し、前記可変長ストラップは前記靴の前記長さと長手方向に整列
され且つ平行である、システム。
【請求項２】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
　前記靴は内側と外側を有し、前記靴の前記第１側面は内側であり、前記靴の前記第２側
面は外側である、システム。
【請求項３】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
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　前記靴は内側と外側を有し、前記靴の前記第１側面は外側であり、前記靴の前記第２側
面は内側である、システム。
【請求項４】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
　前記第１ストラップは、さらに、前記バックル部品を摺動して通過し、前記靴の前記第
２側面の第４取り付け点へ延在する、システム。
【請求項５】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
　前記靴は舌革を有し、前記舌革は複数の保持チャネルを有し、前記保持チャネルは、前
記第１ストラップが前記舌革を横切る点で前記第１ストラップと摺動して係合する、シス
テム。
【請求項６】
　請求項４に記載されたシステムにおいて、
　前記靴は舌革を有し、前記舌革は複数の保持チャネルを有し、前記保持チャネルは、前
記第１ストラップが前記舌革を横切る点で前記第１ストラップと摺動して係合する、シス
テム。
【請求項７】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
　前記調節機構は前記可変長ストラップの長さに沿って配置されるフック及びループ材表
面を有する、システム。
【請求項８】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
　前記バックル部品はシンチバックルを有し、前記調節機構は前記シンチバックル上に摩
擦面を有する、システム。
【請求項９】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
　前記靴の前記第１側面の前記後部直立かかと部分の前記第３取り付け点に隣接して位置
する保持ループを有し、前記保持ループは、前記調節機構が前記可変長ストラップを固定
した後に、前記可変長ストラップの固定されていない端部を保持するように配置される、
システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
　前記バックル部品は、三角形のリングを有する、システム。
【請求項１１】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
　前記バックル部品は、前記靴の前記第１側面上で可動である、システム。
【請求項１２】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
　前記第１、前記第２、及び前記第３取り付け点の各々は、前記靴に固定された第１部分
と、関連する前記ストラップの端部に固定された第２部分とを有する取り外し可能な接続
部品を有する、システム。
【請求項１３】
　請求項４に記載されたシステムにおいて、
　前記第１、前記第２、前記第３、及び前記第４取り付け点の各々は、前記靴に固定され
た第１部分と、関連する前記ストラップの端部に固定された第２部分とを有する取り外し
可能な接続部品を有する、システム。
【請求項１４】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
　前記第１ストラップは、前記バックル部品を摺動して通過し、前記靴の前記第２側面上
の取り付け開口に、そこを摺動して通過し、前記靴の前記第１側面上の第４取り付け点に
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さらに延在する、システム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載されたシステムにおいて、
　前記靴は舌革を有し、前記舌革は複数の保持チャネルを有し、前記保持チャネルは、前
記第１ストラップが前記舌革を横切る点で前記第１ストラップと摺動して係合する、シス
テム。
【請求項１６】
　請求項１４に記載されたシステムにおいて、
　前記第１、前記第２、前記第３、及び前記第４取り付け点の各々は、前記靴に固定され
た第１部分と、関連する前記ストラップの端部に固定された第２部分とを有する取り外し
可能な接続部品を有する、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本発明は、概して靴を足に固定するための靴及びシステムに関する。本発明は、
より具体的には、固定及び浮遊のバックル及びループを備えた一つ又は二つのプルフィッ
ト調節ストラップを使用して靴を足に固定するためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]様々なシステム及び方法が、着用者の足に異なる種類の靴を固定するために伝統
的に実施されている。そのようなシステムの多くが、靴を足に十分に固定するため、及び
固定された靴のきつさを適切なレベルに調節するために２つの手の使用を要する。しかし
ながら、多くの人は、不可能でなはないにしても、靴を履いているときに両手が靴に届か
ないために、両手で足に靴を十分且つ適切に固定することが困難であることがわかる。場
合によっては、靴を履いた片足を上げた後にもう片方の足を上げ、それぞれの足を反対の
膝に乗せて、それにより靴の内側を提示することができるかもしれない。しかしながら、
これらの状況でさえも、靴ひものような伝統的な固定方法、又はベルクロ（登録商標）タ
イプの閉鎖であっても、靴を固定し、そのフィット感を調節することは非常に難しい。
【０００３】
　[0003]過去には、靴ひものシステムに代えて（ベルクロ（登録商標）タイプのような）
フック及びループ構造（面ファスナー構造）を利用していくつかの試みがなされてきたが
、足の締め付けの上部の単純なものに制限されるのでこれらは典型的には十分で適切にフ
ィット感の調整を行うことができない。靴を足に適切且つ十分に固定することができる一
以上のシステム、及びそのプロセス中に靴のフィット感を調節できることが望ましい。そ
のようなシステムが靴の片側、好ましくはその内側のみからのアクセスを必要として、手
を足に届かせるのが困難なユーザであっても彼らの足に靴を固定することができ、且つ適
切に調節することができることが望ましい。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]本発明は、一連のシングルプルフィット調節ストラップを利用して靴を足に固定
するための全般的なシステムにおいて多くの実施形態を提供する。様々な実施形態は、そ
れぞれ、いくつかは固定され、いくつかは長さが可変であり、靴の上部及び側部に亘って
及びこれらの回りの様々な場所に配置される多くのストラップを利用する。システムの少
なくとも一つのストラップは、調節可能な長さ（即ち短くされ得る）を提供し、それによ
り全てのストラップが共に引かれて、一以上の方向、好ましくは靴の側面に亘って水平及
び垂直の両方向で靴をきつくするフィット感を形成し得る。本発明は、丈夫で軽量の様々
なナイロンバックル、ストリップ、アンカーループ、及びこれらの組み合わせを利用して
、靴の上部及び側部に亘る調節ストラップの取り付け及び動きを可能にする。３点取り付
け実施形態及び２点取り付け実施形態が含まれ、それぞれがシングルプル調節構造を備え
る。多くの実施形態は、靴の内側に構築されるが、一部の実施形態では靴の外側に実施さ
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れる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】[0005]図１は、フィット調節ストラップが開いた状態で示される３点固定取り付
け構造を利用した本発明の好ましい第１実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図であ
る。
【図２】[0006]図２は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される３点固定取り付
け構造を利用した本発明の好ましい第１実施形態を組み込んでいる図１に示された靴の内
側の側面図である。
【図３Ａ】[0007]図３Ａは、靴のつま先領域の上面に位置する幅のある目のような滞在中
間アンカーループ部品を示す本発明の好ましい第１実施形態を組み込んでいる図１に示さ
れた靴の詳細上面図である。
【図３Ｂ】[0008]図３Ｂは、靴の内側上の中心点に位置する靴中間浮遊３点バックル／調
節ストリップ部品を示す本発明の好ましい第１実施形態を組み込んでいる図１に示された
靴の詳細側面図である。
【図４】[0009]図４は、フィット調節ストラップが開いた状態で示される３点固定取り付
け構造を利用した本発明の好ましい第２実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図であ
る。
【図５】[0010]図５は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される３点固定取り付
け構造を利用した本発明の好ましい第２実施形態を組み込んでいる図４に示された靴の内
側の側面図である。
【図６】[0011]図６は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される３点固定取り付
け構造を利用した本発明の好ましい第３実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図であ
る。
【図７】[0012]図７は、３点固定取り付け構造を利用した本発明の好ましい第３実施形態
を組み込んでいる図６に示された靴の外側の側面図である。
【図８】[0013]図８は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される３点固定取り付
け構造を利用した本発明の好ましい第４実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図であ
る。
【図９】[0014]図９は、３点固定取り付け構造を利用した本発明の好ましい第４実施形態
を組み込んでいる図８に示された靴の外側の側面図である。
【図１０】[0015]図１０は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される３点固定取
り付け構造を利用した本発明の好ましい第５実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図
である。
【図１１】[0016]図１１は、３点固定取り付け構造を利用した本発明の好ましい第５実施
形態を組み込んでいる図１０に示された靴の外側の側面図である。
【図１２Ａ】[0017]図１２Ａ－１２Ｄは、本発明の好ましい第５実施形態の調節バー部品
の２つのバリエーションの詳細な側面図及び端面図である。
【図１２Ｂ】図１２Ａ－１２Ｄは、本発明の好ましい第５実施形態の調節バー部品の２つ
のバリエーションの詳細な側面図及び端面図である。
【図１２Ｃ】図１２Ａ－１２Ｄは、本発明の好ましい第５実施形態の調節バー部品の２つ
のバリエーションの詳細な側面図及び端面図である。
【図１２Ｄ】図１２Ａ－１２Ｄは、本発明の好ましい第５実施形態の調節バー部品の２つ
のバリエーションの詳細な側面図及び端面図である。
【図１３】[0018]図１３は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される２点固定取
り付け構造を利用した本発明の好ましい第６実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図
である。
【図１４】[0019]図１４は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される２点固定取
り付け構造を利用した本発明の好ましい第７実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図
である。
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【図１５】[0020]図１５は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される３点固定取
り付け構造を利用した本発明の好ましい第８実施形態を組み込んでいる靴の外側の側面図
である。
【図１６】[0021]図１６は、３点固定取り付け構造を利用した本発明の好ましい第８実施
形態を組み込んでいる図１５に示された靴の上面図である。
【図１７】[0022]図１７は、ツーバイフォー固定取り付け構造を備えるダブルプルシステ
ムを利用した本発明の好ましい第９実施形態を組み込んでいる靴の外側の側面図である。
【図１８】[0023]図１８は、ツーバイフォー固定取り付け構造を備えるダブルプルシステ
ムを利用した本発明の好ましい第９実施形態を組み込んでいる図１８に示される靴の上面
図である。
【図１９】[0024]図１９は、ツーバイフォー固定取り付け構造を備えるダブルプルシステ
ムを利用した本発明の好ましい第９実施形態を組み込んでいる図１８に示される靴の内側
の側面図である。
【図２０】[0025]図２０は、ツーバイフォー固定取り付け点構造を備えるダブルプルシス
テムを利用した本発明の好ましい第９実施形態の変形形態を組み込んでいる靴の外側の側
面図である。
【図２１】[0026]図２１は、ツーバイフォー固定取り付け点構造を備えるダブルプルシス
テムを利用した本発明の好ましい第９実施形態の変形形態を組み込んでいる図１８に示さ
れる靴の上面図である。
【図２２】[0027]図２２は、ツーバイフォー固定取り付け点構造を備えるダブルプルシス
テムを利用した本発明の好ましい第９実施形態の変形形態を組み込んでいる図１８に示さ
れる靴の内側の側面図である。
【図２３】[0028]図２３は、ツーバイスリー固定取り付け点構造を備えるシングルプル両
側システムを利用した本発明の好ましい第１０実施形態を組み込んでいる靴の外側の側面
図である。
【図２４】[0029]図２４は、ツーバイフォー固定取り付け点構造を備えるシングルプル両
側システムを利用した本発明の好ましい第１０実施形態を組み込んでいる図２３に示され
る靴の上面図である。
【図２５】[0030]図２５は、ツーバイスリー固定取り付け点構造を備えるシングルプル両
側システムを利用した本発明の好ましい第１０実施形態を組み込んでいる図２３に示され
る靴の内側の側面図である。
【図２６Ａ】[0031]図２６Ａは、シングルプル両側システムの締め付け及び固定の逐次的
方法を示す本発明の好ましい第１０実施形態を組み込んでいる図２３に示される靴の上面
図である。
【図２６Ｂ】図２６Ｂは、シングルプル両側システムの締め付け及び固定の逐次的方法を
示す本発明の好ましい第１０実施形態を組み込んでいる図２３に示される靴の上面図であ
る。
【図２６Ｃ】図２６Ｃは、シングルプル両側システムの締め付け及び固定の逐次的方法を
示す本発明の好ましい第１０実施形態を組み込んでいる図２３に示される靴の上面図であ
る。
【図２７】[0032]図２７は、図２３－２５、及び図２６Ａ－２６Ｃに示される好ましい第
１０実施形態で使用される直交中心化バックル部品の詳細平面図である。
【図２８】[0033]図２８は、図２０－２２も示される好ましい第９実施形態及び図２３－
２５、及び図２６Ａ－２６Ｃに示される好ましい第１０実施形態で使用される３点バック
ル調節部品の詳細平面図である。
【図２９】[0034]図２９は、３点固定取り付け構造を備えるシングルプルシステムを利用
した本発明の好ましい第１１実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図である。
【図３０】[0035]図３０は、３点固定取り付け構造を備えるシングルプルシステムを利用
した本発明の好ましい第１１実施形態を組み込んでいる図２９に示される靴の上面図であ
る。
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【図３１】[0036]図３１は、３点固定取り付け構造を備えるシングルプルシステムを利用
した本発明の好ましい第１１実施形態を組み込んでいる図２９に示される靴の外側の側面
図である。
【図３２】[0037]図３２は、図１及び図２に示された構造と類似しているがユーザによる
交換式のストラップ部品を組み込んでいる４点「固定」取り付け構造を利用した本発明の
好ましい第１２実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図である。
【図３３Ａ】[0038]図３３Ａ－３３Ｃは、図３２に示される本発明の好ましい第１２実施
形態に使用される解放可能なコネクタ構造の詳細の側面図及び上面図である。
【図３３Ｂ】図３３Ａ－３３Ｃは、図３２に示される本発明の好ましい第１２実施形態に
使用される解放可能なコネクタ構造の詳細の側面図及び上面図である。
【図３３Ｃ】図３３Ａ－３３Ｃは、図３２に示される本発明の好ましい第１２実施形態に
使用される解放可能なコネクタ構造の詳細の側面図及び上面図である。
【図３４】[0039]図３４は、靴の側面に固定されたスライド溝内に摺動して係留するスト
ラップハブを利用した本発明の好ましい第１３実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面
図である。
【図３５】[0040]図３５は、４点固定取り付け多重交差構造を備えるシングルプルシステ
ムを利用した本発明の好ましい第１４実施形態を組み込んでいる靴の上面図である。
【図３６Ａ】[0041]図３６Ａ－３６Ｅは、複数の本発明の実施形態を組み合わせて使用し
た３点バックル部品の代替的な好ましい実施形態の詳細図（上面図、側面図、底面図、及
び断面図）である。
【図３６Ｂ】図３６Ａ－３６Ｅは、複数の本発明の実施形態を組み合わせて使用した３点
バックル部品の代替的な好ましい実施形態の詳細図（上面図、側面図、底面図、及び断面
図）である。
【図３６Ｃ】図３６Ａ－３６Ｅは、複数の本発明の実施形態を組み合わせて使用した３点
バックル部品の代替的な好ましい実施形態の詳細図（上面図、側面図、底面図、及び断面
図）である。
【図３６Ｄ】図３６Ａ－３６Ｅは、複数の本発明の実施形態を組み合わせて使用した３点
バックル部品の代替的な好ましい実施形態の詳細図（上面図、側面図、底面図、及び断面
図）である。
【図３６Ｅ】図３６Ａ－３６Ｅは、複数の本発明の実施形態を組み合わせて使用した３点
バックル部品の代替的な好ましい実施形態の詳細図（上面図、側面図、底面図、及び断面
図）である。
【図３７】[0042]図３７は、３点固定及び１点浮動取り付け構造を備えるシングルプルシ
ステムを利用した本発明の好ましい第１５実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図で
ある。
【図３８】[0043]図３８は、３点固定及び１点浮動取り付け構造を備えるシングルプルシ
ステムを利用した本発明の好ましい第１５実施形態を組み込んでいる図３７に示される靴
の上面図である。
【図３９】[0044]図３９は、３点固定及び１点浮動取り付け構造を備えるシングルプルシ
ステムを利用した本発明の好ましい第１５実施形態を組み込んでいる図３７に示される靴
の外側の側面図である。
【図４０Ａ】[0045]図４０Ａは、本発明の固定／摺動取り付けシステムの原理における機
能的な変化を示す概略図である。
【図４０Ｂ】図４０Ｂは、本発明の固定／摺動取り付けシステムの原理における機能的な
変化を示す概略図である。
【図４０Ｃ】図４０Ｃは、本発明の固定／摺動取り付けシステムの原理における機能的な
変化を示す概略図である。
【図４０Ｄ】図４０Ｄは、本発明の固定／摺動取り付けシステムの原理における機能的な
変化を示す概略図である。
【図４０Ｅ】図４０Ｅは、本発明の固定／摺動取り付けシステムの原理における機能的な



(7) JP 6236142 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

変化を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　[0046]図１は、フィット調節ストラップが開いた状態で示される３点固定取り付け構造
を利用した本発明の好ましい第１実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図である。本
発明の好ましい第１実施形態を表す図１は、３点固定取り付け構造を利用する。図１は、
このシステムが開いた状態を示し、一方で図２はこのシステムが締められ且つ閉じられた
状態を示す。図１において、フィット調節靴１０は、靴つま先領域１２、靴上部１４、及
び靴かかと領域１６を含んで示される。前方調節ストラップ２０が示されるように配置さ
れ、前方ストラップつま先領域取り付け点２８から靴の上前部に亘って延在する。前方調
節ストラップ２０は、３点バックル／調節ストリップ２６の三角形の開口を通って延在し
、前方ストラップ上部領域取り付け点３０の第２固定取り付け点まで上がる。前方調節ス
トラップ２０は、図３Ａに以下で示される方法で前方ストラップ中間アンカーループ（図
示せず）を通じて延在する。各端部で固定されているが、前方調節ストラップ２０は靴の
外側表面を横切ってゆるく延ばされ、以下で説明される方法で後ろに引かれるようにこれ
らの表面を横切ってスライドし得る。
【０００７】
　[0047]下部調節ストラップ２４は、短い長さを有するストラップであり、３点バックル
／調節ストリップ２６を通って靴の底から上に延在して、固定された長さで靴の底に引き
下がり、それによりストラップは自身に縫い付けられ得る。後方調節ストラップ２２は、
靴かかと領域１６の後方ストラップ固定取り付け点３６から延在する。後方調節ストラッ
プ２２は、フィットストラップ端部タブ３２が３点バックル／調節ストリップ２６におけ
る複数の開口の一つに通され得る点の前方へ延在する。本質的に、本発明の第１実施形態
は調節ストリップを内側の中間点に配置させ、調節ストリップを３点バックル（三角形）
部品に結び付ける。
【０００８】
　[0048]図２は、３点固定取り付け構造を利用した本発明の好ましい第１実施形態を組み
込んでいる靴の内側の側面図であり、この場合はフィット調節ストラップが閉じた状態が
示される。第１実施形態の靴のフィット具合を調節する方法は、フィットストラップ端部
タブ３２を３点バックル／調節ストリップ２６と図示される開口の一つ（図１参照）に通
して、フック及びループ固定面３８ａ及び３８ｂが整合されて接続され得るように、後方
調節ストラップ２２をそれ自身に重なるように戻されることを含む。フック及びループ固
定面３８ａ及び３８ｂ間での接触前に、着用者は、後方調節ストラップ２２を靴のかかと
領域に向かってきつく後方に引いてもよく、それにより前方調節ストラップ及び下部調節
ストラップを締め付けて引っ張る。この方法において、及び図１及び図２に示されるよう
な靴の構造によれば、着用者は安定したフィット感を達成するために水平及び鉛直の両方
に足の周りに靴を締め付け得る。
【０００９】
　[0049]図３Ａは、靴のつま先領域の上部に位置する幅のある目のような滞在中間アンカ
ーループ部品を示す本発明の好ましい第１実施形態を組み込んでいる図１に示された靴の
詳細上面図である。図３Ｂは、靴の内側上の中心点に位置する浮遊３点バックル／調節ス
トリップ部品を示す本発明の好ましい第１実施形態を組み込んでいる図１に示された靴の
詳細側面図である。
【００１０】
　[0050]図３Ａにおいては、フィット調節靴１０が靴つま先領域１２の周囲でより詳細に
示されており、図示のように前方ストラップ中間アンカーループ１８が前方調節ストラッ
プ２０を保持し、方向を変えるように配置されている。前方調節ストラップ２０は、上述
したように靴つま先領域１２の近くのフィット調節靴１０の層の間の前方ストラップ固定
点２８に固定される。前方調節ストラップ２０は、その後靴つま先領域１２を横切って前
方ストラップ中央アンカーループ１８へ緩く導かれる。前方ストラップ中央アンカールー
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プ１８を緩く通過した後、前方調節ストラップ２０は、３点バックル／調節ストリップ２
６（図１及び図３Ｂに示される）にスライド接続に向かってフィット調節靴１０の内側を
横切って延在して且つ後退する。
【００１１】
　[0051]図３Ｂは、靴１０の内側の中央に位置し、且つ浮遊した３点バックル／調節スト
リップ２６の詳細側面図である。上述したように、後方調節ストラップ２２は、フィット
調節靴１０の内側に沿って靴かかと領域１６の固定取り付け点３６から３点バックル／調
節ストリップ２６の近くの位置まで延在する。３点バックル／調節ストリップ２６は、そ
の三角形の開口に加えて複数の調節ストリップ開口部２５を含む。図１及び図２に示され
る実施形態において、及び図３Ｂに詳細に示されるように、３点バックル／調節ストリッ
プ２６は間隔を有した３つの開口部２５を含み、その一つにフィットストラップ端部タブ
３２が背後から配置され得る。図３Ｂの詳細図において、フィットストラップ端部タブ３
２は、３点バックル／調節ストリップ２６の開口部２５の一つの代わりに三角形の開口を
通過し、バックルの背面から前面に向かうように通過するように示され、後方調節ストラ
ップ２２は、フック及びループ固定面３８が固定取り付けのために共に合わせられるよう
に、自身を折り返す。着用者はフック及びループ固定面３８を分離し、靴かかと領域１６
を前方に引っ張るだけでなく同様に上述した本発明のシステムの残った調節ストラップ２
０，２４を共に引っ張るように、フィットストラップ端部タブ３２を外側であり且つ後方
側に引っ張ることにより、靴を締め付けることができる。
【００１２】
　[0052]図４及び図５は、足に靴を固定させる一連のシングルプルフィット調節ストラッ
プを備えた３点固定取り付け構造を組み込んでいる本発明の第２実施形態を示す。本発明
の第２実施形態における主要素は、靴の内側側面の中央に構成され、位置づけられるシン
プルな浮遊３点バックルである。
【００１３】
　[0053]図４において、フィット調節靴５０は、靴つま先領域５２、靴上部５４、及び靴
かかと領域５６に示される。本発明のシステムのこの実施形態は、概して、前方調節スト
ラップ６０、後方調節ストラップ６２、及び下部調節ストラップ６４を含む。これらの調
節ストラップは、フィット調節靴５０の内側側面の中央近くに示されるように位置づけら
れる３点バックル６６を通って一方から他方に結び付けられる。前方調節ストラップ６０
は、前方ストラップ取り付け点６８で第１端部が固定され、ストラップのその端部は靴つ
ま先領域５２の縫い目及び層材料内に固定され得る。前方調節ストラップ６０が次に靴つ
ま先領域５２の上部を横切って延在し、３点バックル６６に引き返される方法が、第１実
施形態においてより詳細に説明される。前方調節ストラップ６０は、３点バックル６６を
通って輪状になり次に縫い目又は他の取り付け方法によって自身の背面に固定されること
により、前方ストラップ取り付け点６８から逆の端部で終端する。
【００１４】
　[0054]下部調節ストラップ６４は、固定点から延在するストラップの長さが短く、靴の
上部と靴の底との間で固定され、３点バックル６６をループする点まで存在する。好まし
い実施形態では、下部調節ストラップ６４は、ストラップの長さの単純に２倍であってよ
く、その両端は靴の上部と靴の底との間に固定され、図示のように３点バックル６６をル
ープし、ストラップは好ましくは自身の背面に縫合される。
【００１５】
　[0055]後部調節ストラップ６２は、靴上部の摺動部の後部ストラップ固定取り付け点７
０で第１端部が固定される。後部調節ストラップ６２は、続いて靴のかかと領域５６に向
かう角度で３点バックルを通って延在し、フィットストラップ端部タブ７２で終端する。
後部調節ストラップ６２は後部調節ストリップ（バックル）７４に配置される開口部の一
つを通過する。この配置は図４の開いた状態及び図５の閉じた状態に示される。フィット
ストラップ端部タブ７２は、再度図示されるように、後部調節ストリップ（バックル）７
４の開口部を通る後部調節ストラップ６２の端部の挿入を促進するために、柔軟性のある
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後部調節ストラップ６２の端部に固定される半剛体部品である。後部調節ストリップ（バ
ックル）７４は、後部バックル固定取り付け点７６でフィット調節靴５０上の位置に固定
される。後部調節ストリップ（バックル）７４は、靴かかと領域５６においてフィット調
節靴５０の層に一端が統合される半剛体のプラスチック又はナイロンのバックルであり得
る。後部調節ストリップ（バックル）７４の固定されていない端部は、上述したようにそ
の開口部の一つを通じてフィットストラップ端部タブ７２を受けることができる。
【００１６】
　[0056]後部調節ストラップ６２は、後部調節ストリップ（バックル）７４を通った後、
図４に示すように対向するフック及びループ固定面７８ａ，７８ｂを一致させて固定する
ために、折り返されて重なる。図５は、固定された状態で共に位置を合わせたフック及び
ループ固定面７８を示す。
【００１７】
　[0057]着用者は、図４のような開いた状態で示される調節システムで足に靴を配置し得
る。靴が着用者の足に配置された後、フィットストラップ端部タブ７２が後部調節ストリ
ップ（バックル）７４の適切な開口部に通され、続いて着用者によって水平方向に靴のつ
ま先領域５２に向けてきつく引っ張られ得、それにより３点バックル６６で中央に集合し
、靴に配置された様々な調節ストラップの全てが締められる。システムの構造は、後部調
節ストラップでのシングルプルで、靴の上部の両方を底に向けて引っ張り（鉛直締め付け
）、同様に靴のつま先領域を横切って後方に引っ張ることができる。さらに、靴のかかと
領域が、上述したように、靴の内側面の中央点に上部領域に向けて引っ張られる。
【００１８】
　[0058]図５は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される、３点固定取り付け構
造を利用した本発明の好ましい第２実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図である。
【００１９】
　[0059]図６及び図７は、同様に靴の内側に亘る３点固定取り付けを利用した本発明の好
ましい第３実施形態を示す。図６は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される３
点固定取り付け構造を利用した本発明の好ましい第３実施形態を組み込んでいる靴８０の
内側の側面図である。図７は、３点固定取り付け構造を利用した本発明の好ましい第３実
施形態を組み込んでいる図６に示された靴の外側の側面図である。上述した好ましい第２
実施形態と多くの点で類似し、図６及び図７の実施形態は３点バックル８２を利用して前
方調節ストラップ８４及び後方調節ストラップ８６に対して中心の引っ張り張力を提供す
る。３点バックル８２は、薄型リベット８３で靴８０の側面に固定されている（浮遊して
いない）。
【００２０】
　[0060]前方調節ストラップ８４は、靴の上部に向けて上方に延在するのではなく靴の底
での固定取り付け点に向けて下方に延在する第２取り付け点を除いて、上述した好ましい
第２実施形態の方法と大方同じ方法で保持される。本実施形態では、靴の上部（舌革領域
）が、３点バックル８２を通り後方ストラップ中間アンカーループ８５まで後方に延在す
る後方調節ストラップ８６で、固定取り付け点に固定される。この好ましい第３実施形態
のシステムを締め付けて固定する方法は、好ましい第２実施形態の方法に類似しており、
後方調節ストラップが中間アンカーループ８５を通って、前方に強く引っ張られ、自身の
背面にフック及びループ面を一致させて取り付けられる。図７に示される中間アンカール
ープ８８は、上述した第１及び第２実施形態と同様に機能する。
【００２１】
　[0061]好ましい第４実施形態が図８及び図９に示され、図８及び図９は、成形のナイロ
ン３点バックル９２の構造を除いて図６及び図７に示される好ましい第３実施形態に多く
の点で類似したシステムを示す。図８は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示され
る３点固定取り付け構造を利用した本発明の好ましい第４実施形態を組み込んでいる靴の
内側の側面図である。図９は、３点固定取り付け構造を利用した本発明の好ましい第４実
施形態を組み込んでいる図８に示された靴の外側の側面図である。（図６に示される）３



(10) JP 6236142 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

点バックル８２のような、固定取り付けを避けるために、図８に示される３点バックル９
２は靴の面で浮遊し、したがってそれぞれのストラップを締め付け固定することにより水
平方向により容易に引かれ得る。
【００２２】
　[0062]次に図１０及び図１１を本発明の好ましい第５実施形態のために参照し、ここで
は３点バックル構造が成形ナイロン調節バー１０２に置き換えられている。図１０は、フ
ィット調節ストラップが閉じた状態で示される３点固定取り付け構造を利用した本発明の
好ましい第５実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図である。図１１は、３点固定取
り付け構造を利用した本発明の好ましい第５実施形態を組み込んでいる図１０に示された
靴の外側の側面図である。先と同様に、上述した好ましい第３実施形態に多くの点で類似
しており、図１０のフィット調節靴１００は成形ナイロン調節バー１０２を通ってスライ
ドしながら延在した前方調節ストラップ１０４を含む。後方調節ストラップ１０６は、靴
の上面（舌革領域）の頂部の固定点から成形ナイロン調節バー１０２の角度のある開口を
通って、靴のかかと領域まで後方に延在し、靴のかかと領域に固定された中間アンカール
ープ１０５を通る。成形ナイロン調節バー１０２の特有の構造は、半剛性の成形ナイロン
調節バー１０２に位置する複数の指状物の一つに前方調節ストラップ１０４をループする
ことにより、前方調節ストラップ１０４との接続のバリエーションを可能にする。
【００２３】
　[0063]成形ナイロン調節バー１０２の構造におけるバリエーションが図１２Ａないし図
１２Ｄに示される。図１２Ａ及び図１２Ｂは、図１０に示される構造の側面図及び断面図
を示し、この構造は、後方調節ストラップ１０６の受容のための角度を有する開口と、前
方調節ストラップ１０４を取り外し可能に保持するためのストラップ幅の溝（図１２Ｂの
断面を参照）をそれぞれが画定する複数の指状開口部を提供する。前方調節ストラップ１
０４は、取り付けバーによって画定される複数の調節位置のいずれかに選択的に配置され
得る。
【００２４】
　[0064]図１２Ｃ及び図１２Ｄは、代替の実施形態を示し、ここでは、前方調節ストラッ
プ１０４が通過して配置され得る複数の開口を設けるために重複プレートが使用され得る
。図１０に示されるように後方調節ストラップ１０６が固定されるこの実施形態では、着
用者は、重複プレートを分離して前方調節ストラップのループを適切なスロットに挿入し
てもよく、続いてストラップがプレートを一体に引き、使用中に適所にプレートを保持す
ることができる。
【００２５】
　[0065]次に、２点固定取り付け構造を利用する本発明の好ましい第６実施形態のために
図１３を参照する。図１３は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される２点固定
取り付け構造を利用した本発明の好ましい第６実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面
図である。図１３において、システムは、フィット調節ストラップが閉じて、靴の下部か
かと部分に向かって自身の上に折り返された状態で示される。この第６実施形態は、前の
実施形態で記載したように前方調節ストラップ１１６を保持し且つ前方調節ストラップ１
１６が容易に動き且つ締まることができるようにさせる成形ナイロンスライドコネクタ１
１２を利用する。しかしながら、フック及びループクロージャに代えて、この実施形態は
、図示されるように後方調節ストラップに配置される係止成形ナイロンストラップクロー
ジャ１１４を利用する。着用者は、後方調節ストラップを上述したようにきつく引き、後
方調節ストラップを所定の位置に固定するために成形ナイロンストラップクロージャ１１
４を閉じて係止する。システムを緩めるには、後方調節ストラップの端部タブを外側に持
ち上げて係止成形ナイロンストラップクロージャ１１４を開け、後方調節ストラップをク
ロージャ内の摩擦固定から解放する。
【００２６】
　[0066]図１４は、先と同様に２点固定取り付け構造のみを利用した本発明の好ましい第
７実施形態を示す。図１４は、フィット調節ストラップが閉じた状態で示される２点固定
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取り付け構造を利用した本発明の好ましい第７実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面
図である。この図において、前方調節ストラップ１３０はナイロンスライドコネクタ１２
８を通り、ナイロンスライドコネクタ１２８の反対側は伸縮性の弾性ストラップ１２６か
らループを受けて保持する。前方調節ストラップ１３０は、ナイロンスライドコネクタ１
２８からストラップ開口部１２２（その一つが図１４に示される）を備えた覆いフラップ
に向かって上方に延在し、そこで靴の内側を渡ってフック及びループストラップクロージ
ャ１２４を備えた靴の側面に固定される点まで戻る。この例では、自身の上に戻るのでは
なく、ストラップクロージャは、フック及びループ組み合わせ表面のループ部品（より柔
らかい部品）から成る靴１２０の面に取り付けられる。
【００２７】
　[0067]次に、靴の外側に配置された本発明のシステムを示す本発明の好ましい第８形態
のための図１５および図１６を参照する。図１５は、フィット調節ストラップが閉じた状
態で示される３点固定取り付け構造を利用した本発明の好ましい第８実施形態を組み込ん
でいるフィット調節靴１３２の外側の側面図である。図１６は、３点固定取り付け構造を
利用した本発明の好ましい第８実施形態を組み込んでいる図１５に示されたフィット調節
靴１３２の上面図である。図１５は靴の外側側面図を示し、図１６は上面図を示す。
【００２８】
　[0068]上記の好ましい実施形態に対して、この好ましい第８実施形態は、着用者により
靴の外側の足の側面に手を伸ばすことにより調節され、固定され得る。この好ましい第８
実施形態は、図１及び図２において好ましい第１実施形態に関連して示されたものと類似
した成形ナイロン調節バーを利用する。この調節バーは、上述した好ましい第１実施形態
が靴の内側を固定した場合と類似した方法で靴の外側を固定する。同様の機能的な部品が
、内側ではなく外側からシステムの動作を可能にするように、靴の外側に再配置される。
【００２９】
　[0069]次に、ツーバイフォー固定取り付け構造を備えるダブルプルシステムを利用した
本発明の好ましい第９実施形態の説明のために図１７ないし図１９を参照する。図示のダ
ブルプルシステムは、靴の内側及び外側の両方又は片方で靴を締め付ける手段を提供する
。本発明の目的の達成においては、靴の外側が最初に調節され、次に着用者が内側調節手
段により靴を緩ませ及び締め付ける間に、調節が固定されて維持され得る。交互に、着用
者は、靴の各使用において靴の両側を調節してもよく、毎回カスタマイズされた方法で足
に靴をフィットさせ得る。
【００３０】
　[0070]図１７は、好ましい第９実施形態の構造を組み込んでいる靴の外側の側面図であ
る。フィット調節靴１４０が、上部領域１４２及び靴かかと領域１４６を含んで示される
。前方調節ストラップ１５０は、前方ストラップつま先領域取り付け点１７８（図１７に
は示されないが、図１８及び図１９に示される）から靴の上前部を渡って延在して図示の
ように配置される。前方調節ストラップ１５０は３角バックル部品１５６の三角形の開口
を通って延在し、前方ストラップ上部取り付けリング１４４での固定リング取り付け点ま
で上昇する。前方調節ストラップ１５０は、以下で説明する図１８で最も明確に示される
２つの前方ストラップの交差部を位置づけ且つ保持する可撓性保持チャンネル１５７を通
って延在する。
【００３１】
　[0071]固定されたストラップ１５４は靴の底に組み込まれる位置から３点バックル部品
１５６まで上昇して延在する。調節可能なストラップ部品１５２は、３点バックル部品１
５６での固定点から固定保持リング１６６をスライドして通過し、そこでストラップ端部
１６８が３点バックル部品１５６に向かって自身に重なって折り返され、一組のフック及
びループ取り付け面１６２により自身に付着する。
【００３２】
　[0072]図１７ないし図１９に示される好ましい第９実施形態のストラップ交差構造は、
デュアルプルシステムの使用を通じて靴の上部の対称的な締め付けを可能にする。図１８
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に示されるように、単一のストラップが内側から外側に向かって靴の上部を横切り、２つ
目のストラップが靴の舌革近くの靴の上部の上の中心点に戻る前に外側から内側に向かっ
て横切る。したがって、ストラップ部品１７０は、靴の外側の取り付け点１５８から保持
チャンネル１５７を通って靴の内側へ延在し、そこで保持チャンネル１７１を通過して３
点バックル部品１７６を通ってループする点に至る。同一のストラップが、続いてストラ
ップ部品１８０として上昇して、保持チャンネル１８１を通って前方ストラップ上部取り
付けリング１４４における靴の上部の取り付け点まで戻る。同一の構造が靴の逆側で左右
対称に組み込まれ、それによりストラップ部品１５０が保持チャンネル１５７を通過し、
続いて３点バックル部品１５６を通った後で保持チャンネル１６１を通過して部品１４４
で固定される靴の頂点まで戻る前に、保持チャンネル１５１を通過して延在する。言い換
えれば、図１７に示される靴の外側のための構造は、靴の内側で図１９に示される部品と
左右対称な像を有する。同様に、着用者はフック及びループ固定表面セット１６２，１８
２を解放し、後方調節ストラップ１５２，１７２を締め付けてそれにより靴を足にきつく
固定するために靴の上部のストラップをきつく引くことで、靴を締め付け得る。
【００３３】
　[0073]次に、ツーバイフォー固定取り付け構造を備えるダブルプルシステムを利用した
本発明の好ましい第９実施形態の変形形態の説明をするために図２０ないし図２２を参照
する。同様に、図示のダブルプルシステムは、内側及び外側の一方又は両方で靴を締め付
けるための手段を提供する。本発明の目的の達成においては、靴の外側が最初に調節され
、次に着用者が内側調節手段により靴を緩ませ及び締め付ける間に、調節が固定されて維
持され得る。交互に、着用者は、靴の各使用において靴の両側を調節してもよく、毎回カ
スタマイズされた方法で足に靴をフィットさせ得る。
【００３４】
　[0074]図２０ないし図２２に示される変形形態は、調節ストラップ部品２２２，２４２
の方向付け及び取り付けを含む。調節ストラップ部品２２２，２４２は、かかと領域２１
６に組み込まれた固定位置２３６，２５６から３点バックル２２６，２４６へ前方にそれ
ぞれ延在する。そこで、それぞれ自身に重なって折り返され、バックルを通ってそれらの
端部点２３２，２５２にいく。そこでフックおよびループ取り付け面２３８及び２５８で
自身に付着する。
【００３５】
　[0075]図２０ないし図２２に示される好ましい第９実施形態の変形形態における部品の
バランスは、図１７ないし図１９に示されるものと基本的に同じである。３点バックル部
品２２６，２４６は、変形形態における調節ストラップと３点バックル部品とのスライド
接続の点で、変形されていない形態における同じ部品と構造が明確に異なる。この３点バ
ックル構造の例が図２８により明確に示される。同様に、着用者はフック及びループ固定
表面２３８，２５８を解放し、後方調節ストラップ２２２，２４２を締め付けてそれによ
り靴を足にきつく固定するために靴の上部に残るストラップをきつく引くことで、靴を締
め付け得る。
【００３６】
　[0076]本発明の好ましい第１０実施形態が図２３ないし図２５及び図２６Ａないし図２
６Ｃに示される。この好ましい第１０実施形態は、好ましい第９実施形態に関連して上述
された交差構造の利益の一部を組み込むが、ダブルプルシステムではなくシングルプルシ
ステムである。図２３に示されるフィット調節靴２６０は、好ましい第９実施形態のよう
に、靴の前方（つま先領域）部分に同様の基本部品を組み込む。ストラップ部品２７８は
、靴のつま先領域の固定点から集中型の３点バックル部品２７６に延在し、３点バックル
部品２７６はつま先部分上の前領域に亘って靴の先端での中心線に沿って位置する。スト
ラップ部品２７０は、次に靴の同じ側（この場合は外側）に向かって戻り、保持チャンネ
ル２７１を通り、単一反転ループ部品２７５にいく。ストラップ部品２８０は、靴の上部
に戻り、保持チャンネル２８１を通り、靴の上部の中央に配置されて効果的に浮遊する（
図２７に詳細が示される）直交中心化バックル部品のループ取り付け点にいき、靴の内側



(13) JP 6236142 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

のストラップ部品のセットと左右対称の位置に保持される。図２５は、図２３に示される
外側部品の左右対称の形状をしたこれらの内側部品を示す。これらは、ストラップ部品２
９８を含み、ストラップ部品２９８は３点バックル部品２７６に延在し、次に後退してス
トラップ部品２９０を形成し、保持チャンネル２９１を通って簡素反転ループ２９５へい
き、ストラップ部品３００を形成し、保持チャンネル３０１を通り、最後に、以下に詳述
する直交中心化バックル部品２６４の取り付け固定点に上昇する。
【００３７】
　[0077]本発明の好ましい第１０実施形態のための後方及び下方ストラップがかかと端部
点２８６，３０６から始まり固定される。ストラップ部品２７２，２９２は、それらが通
過する反転ループ２７５，２９５まで前方に（靴の各側において）延在し、下方の取り付
け点に導かれて、靴の中央点で靴底の近くの靴のかかと部品に組み込まれるストラップ部
品２７４，２９４を形成する。調節ストラップ部品は、靴の頂点において前方３点バック
ル部品２７６と直交中心化バックル部品２６４との間にフィットする。図２６Ａ及び図２
６Ｃに詳細に説明されるストラップ部品２８２は、これらの２つのバックル部品を結び付
け、プロセスにおいて、リダイレクト又は固定端部接続を通じてこれらのバックルと関連
するストラップの各々を締め付ける。
【００３８】
　[0078]次に、好ましい第１０実施形態のストラップシステムを結び付けるために締結ス
トラップ２８２が用いられる態様を簡潔に説明するために図２６Ａないし図２６Ｃを参照
する。図２６Ａにおいては、調節ストラップ２８２が、直交中心化バックル部品２６４の
第１固定取り付け点から３点バックル部品２７６まで下方に延在し、そこで典型的なバッ
クル構造を通過して自身の上に折り返され、直交中心化バックル部品２６４の部分を覆う
ように示される。ストラップ２８２の端部は、続いて直交中心化バックル部品２６４の開
口部を通過し、図２６Ｂに示される方向へ下降する。ストラップ部品２８２の端部は、（
図２６Ｃに示されるように）再度自身の上に折り返され得、それによりフック及びループ
面２８３，２８５が、ストラップ部品２８２の端部を閉じて締め付けられた構成に保持す
るために接触する。同様にこのプロセスは、３点バックル部品２７６を通過するストラッ
プを上方向に引き合わせ、一方で同時に全てのストラップを共に引いて靴を締め付けてぴ
ったりとフィットするように、直交中心化バックル２６４に向かって３点バックルを引く
。
【００３９】
　[0079]上記のとおり、図２７は、上述した本発明の好ましい第１０実施形態で使用され
る直交中心化バックル部品の詳細平面図である。中心化バックル部品２６４は３つの開口
部２６５，２６７，２６９を画定する。中心化開口２６５は、図２４に示すように靴の各
側から一つずつ、２つのストラップを受けて保持するのに十分な幅を有する。中心化開口
２６５を通じて固定されるこれらのストラップ部品は、直交中心化バックル２６４を通っ
てスライドしないが、靴の頂部の稜線に沿って中心化バックルを保持する。対照的に、開
口２６７，２６９は、ストラップ部品２８２が直交中心化バックル２６４と３点バックル
部品２８２の間に延在するときに、ストラップ部品２８２の固定保持とスライド取り付け
を可能にする点として役割を果たす。ストラップ２８２の一端は、開口２６７の所定位置
に固定され、そこから３点バックル部品２７６に延在し且つ開口２６７を通って方向を反
転する。ストラップ２８２は、次に中心化バックル部品２６４の開口２６９を通って下降
し、２つのバックル部品内で締め付けられた後に自身の上に折り返され、フック及びルー
プ面がストラップを締め付けられた構成に保持するのに適切に位置づけられる点までいく
。
【００４０】
　[0080]図２８は、本発明の好ましい第１０実施形態で使用される３点バックル部品２７
６の構成の一例を示す。３点バックル部品２７６は、３つの別々のストラップがスライド
又は固定方式で通過することができる３角形開口２７７を含む。第２開口２７９は、締結
ストラップ部品２８２が（上述したように）３点バックル部品２７６の３角形開口２７７
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の３つの辺のうち隣接する一つを通過して直交中心化バックル２６４の方向に締め付ける
ように、グリップ端２７５に隣接して位置する。
【００４１】
　[0081]上述した方法において、本発明の好ましい第１０実施形態のシングルプル調節シ
ステムは、２つの特有のバックル構成を利用する。２つの特有のバックル構成は、共に引
かれ、プロセスにおいて靴の中央部に亘る中心線及び中心点に対して靴の上部と周囲の全
体のストラップシステムを締め付けるように、靴のバランスに取り付けられた様々な固定
ストラップ部品を共に引く。
【００４２】
　[0082]次に、３点固定取り付け構造を備えたシングルプルシステムを利用した、本発明
の好ましい第１１形態の説明のために図２９ないし図３１を参照する。このシングルプル
システムは、上述した本発明の好ましい第９及び第１０実施形態に関連して示されたもの
と同様の３点バックル部品を引き上げる内側調節ストラップを提供する。図２９では、フ
ィット調節靴３１０が、つま先領域３１２、靴舌部品３１４、及び靴かかと領域３１６を
含んで示される。前方調節ストラップ３２８が、示されるように配置され、前方ストラッ
プつま先領域取り付け点３２５から靴の上前部を渡って延在する。前方調節ストラップ３
２８は、靴の舌革の下部露出部分に配置された保持チャンネル３２９を通過して延在する
。ストラップ３２８はその後、靴３１０の外側に位置する固定反転ループ３３８を通過し
て反転する。ストラップ部品３２０は、続いて靴の舌革の部分に同様に位置する保持チャ
ンネル３２７を通過して延在し、靴の内側に沿ってさらに戻る点までいき、３点バックル
部品３２６に至る。ストラップは、続いて、靴の上側の開口３２２を通って上昇するスト
ラップ部品３３０を形成するために方向を反転し、その後靴の舌の上側に渡って位置する
保持チャンネル３１８を通って延在する。ストラップ３３０は、続いて、靴３１０の外側
上部に位置する固定保持ループ３４０にループ固定により終端する（図３０及び図３１参
照）。３点バックル３２６は、３点バックル部品３２６から靴底又はその上部の靴の内側
の固定取り付け点へ降りて延在する固定ストラップ３２４により鉛直位置に保持される。
【００４３】
　[0083]本発明の好ましい第１１実施形態のシステムの調節可能な部品は、後方指向スト
ラップ３３４にみられる。この後方ストラップは、かかと領域３１６の靴の後部の固定点
から前方の３点バックル調節部品３２６に延在し、そこで上述したように、３点バックル
部品３２６の後方対保持面を通過して導かれる。調節ストラップ３３４の端部タブ３３２
は、靴のかかと領域３１６に位置する保持ループ３３６の下にすべり込む。調節ストラッ
プ３３４の内側のフック及びループ面は、上述した前の実施形態に類似した方法で調節さ
れ、ストラップを所定の位置に保持する。
【００４４】
　[0084]図３２は、図１及び図２に示された実施形態といくつかの点で類似しているが、
固定（縫い付け）ストラップ部品に代えてユーザによる交換式のストラップ部品を組み込
んでいる、４点固定取り付け構造を利用した本発明の好ましい第１２実施形態を組み込ん
でいる靴の内側の側面図である。取り外し可能な接続部品の具体的な構造が図３３Ａない
し図３３Ｃに示される。この本発明の好ましい第１２実施形態は、部品部分３６０，３６
２，３７０を有する第１ストラップを利用する。部品部分３６０，３６２，３７０は、フ
ィット調節靴３５０のつま先領域３５２の固定取り付け点から靴を横切って反転ループま
で共に延在し、保持チャンネル３６４を通って戻り３点バックル部品３６６内で反転方向
に延びる。ストラップ部品の第２端部は、靴上部の頂上３５４で靴の頂部に近い取り付け
点３７８に固定される。短い長さのストラップ３６８は、靴の中央底部の固定点３８０か
ら３点バックル部品３６６のループ取り付け点の一つに延在する。調節可能なストラップ
部品３７２は、靴の内側の後方に位置し、かかと領域３５６の固定点３７６と３点バック
ル部品３６６を接続し、上述した方法と類似の方法で自身の上に折り返され、フック及び
ループ面を一致させた位置に保持される。
【００４５】
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　[0085]図３２の実施形態に示される「固定」取り付け点の各々は、図３３Ａないし図３
３Ｃに詳細に示される取り外し可能な、又は解放可能な接続構造を利用する。図３３Ａは
、着用者が靴から固有のストラップ部品を解放することができる２つの係合部品の組み立
て詳細側面図である。この２部分の開放可能な接続構造は、第１角状フック部品３８４を
有し、第１角状フック部品３８４は、閉じられた堅いループ３９０を画定するループ部品
３８６内に挿入可能であり且つ保持され得る２つの角拡張部３８８を有する。これらの２
つの部品の取り付け方法は図３３Ｃに示される。いかなる場合でも、ループ部品３９０は
靴３９４の一部に組み込まれ、一方で角状フック部品３８４はストラップ部品３９２に組
み込まれる。
【００４６】
　[0086]本発明の好ましい第１２実施形態のこれらの開放可能な接続構造を使用すること
で、着用者は、装飾目的のためのストラップの色又はデザイン特性を変更することができ
る。交互に、これらの開放可能な接続構造は、調節ストラップを所定位置に維持するのに
使用されるストラップ材料のスライド面及び／又はフック及びループ面が着用により悪化
した後に、ストラップの交換を可能にする。
【００４７】
　[0087]図３４は、靴の側面に固定されたスライド溝内に摺動して係留するストラップハ
ブを利用した本発明の好ましい第１３実施形態を組み込んでいる靴の内側の側面図である
。フィット調節靴４１０は、図２９及び図３０に示されるものと類似の配置を利用してい
るが、好ましい第１１実施形態に示された固定下部ストラップに代えて、スライド溝４３
８内に係留して摺動する可動バックル部品４３２を代用する。調節は、スライド溝内のそ
の位置によって維持されるバックル部品の垂直整列と、調節ストラップのきつさによって
変化するバックル部品の水平位置により、好ましい第１１実施形態に類似した方法でなさ
れる。スライド溝４３８の方向付けは靴の開閉を容易にする。
【００４８】
　[0088]図３５は、４点固定取り付け多重交差構造を備えるシングルプルシステムを利用
した本発明の好ましい第１４実施形態を組み込んでいる靴の上面図である。フィット調節
靴４４０は、ストラップ部分４６０の終端部を除いて図３０に示される実施形態と多くの
点で類似して構成される。取り付け開口４６２で終端する代わりに、ストラップは、靴を
引いて閉じるためのさらなる部分を提供するために靴に渡って後退する。ストラップ４６
８は固定取り付け点４７０で靴の内側に戻って終端する。図３５に示される部品のバラン
スは、好ましい第１１実施形態に関して上述した方法で作用する。
【００４９】
　[0089]図３６Ａ－３６Ｅは、複数の本発明の実施形態を組み合わせて使用した３点バッ
クル部品の代替的な好ましい実施形態の詳細図（上面図、側面図、底面図、及び断面図）
である。３点バックル４００のためのこの構造は、端部４０６及びグリップ面バー４０８
，４１０で構成される標準後退バックル部分を含む。この標準バックル構造は３点バック
ルバー４０２，４０４と一体化されており、３点バックルバー４０２，４０４により３点
バックルで３つのストラップが接触して互いに接続することができ、１つは基準バックル
側を通過し、２つは３角形状バー４０２，４０４を横断する。ストラップが３点バックル
の基準バックル側を通過する方法は、ストラップ部分４１４の下方に位置する靴側ストラ
ップ部分４１２を示す図３６Ｅに示される。
【００５０】
　[0090]次に、３点固定及び１点浮動取り付け構造を備えるシングルプルシステムを利用
した、本発明の好ましい第１５実施形態の説明のために図３７ないし図３９を参照する。
このシングルプルシステムは、上述した本発明の好ましい実施形態に関連して示されたも
のと類似のバックル部品を利用する内側調節ストラップを提供する。図３７においては、
フィット調節靴５１０が、つま先領域５１２、靴舌部品５１４、及び靴かかと領域５１６
を含んで示される。ストラップ５２９は、その後靴５１０の外側に位置する固定反転ルー
プ５３８を通過して延在し、方向を反転する。ストラップ部品５２０は、その後靴の内側
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に沿ってさらに戻った点まで延在し、バックル部品５２６に至る。ストラップはその後、
方向を反転してストラップ部品５２２を形成し、その後靴の外側の開口５４０を通過して
延在するストラップ部品５１８を形成する。ストラップ５２７は、その後固定保持ループ
５２５に戻る。
【００５１】
　[0091]本発明の好ましい第１５実施形態の「Ｘ」構造の調節部品システムが後方指向ス
トラップ５３４にみられる。この後方ストラップは、かかと領域５１６の靴の後方の固定
点から前方のバックル調節部品５２６へ延在し、そこで上述したように、後方対保持面を
通過して導かれる。
【００５２】
　[0092]最後に本発明の固定／摺動取り付けシステムの原理における機能的な変化を説明
するために図４０Ａないし図４０Ｅを参照する。図４０Ａないし図４０Ｅは、上述した様
々な好ましい実施形態に部分的に基づく変化等を示す概略図である。図４０Ａないし図４
０Ｄに表される機能的な概略図の各々は、ストラップの端部点における少なくとも３つの
固定ストラップ点（中実の黒丸で表される）と、同様に、着用者が足に靴を締め付け且つ
調節するためにストラップの端部を引く方向を指す矢印によって示される少なくとも１つ
の（且つ一般的に１つだけの）摺動取り外し可能ストラップ部分を含む。さらに、図４０
Ａないし図４０Ｄに表される各略図は、２つの白丸を示し、１つは（基本的に靴前方中央
アンカーループとして上述される）靴の上前部の摺動アンカー固定点を示し、同様に、３
点バックル及び他のナイロンリング又は３角形を含む上述した様々な実施形態により提供
される中央化浮遊摺動接続部を示す。
【００５３】
　[0093]図４０Ａは、靴の前つま先領域（略図の左）と靴の中央下部靴底領域（略図中央
）の間に取り付けられる固定ストラップを備えた機能システムを示す。これら２つの固定
ストラップの各々は、固定非摺動取り付けにより浮遊中央ループに接続される。第３スト
ラップは、靴の中央上部点（典型的には靴の交差フラップ）に固定され、ストラップが靴
の後方に引っ張られると中央調節ループを通って摺動する。この基本的な機能図は、様々
な力ベクトルと、本発明のシステムが変化させようとする調節リンクを原理的に示す。摺
動ストラップ（矢印のストラップ）を固定するための手段は、図１４のような靴の側面の
ベルクロ（登録商標）材料や、ストラップの上に戻る他のラッチ機構等を含む、どのよう
な機構であってもよい。
【００５４】
　[0094]図４０Ｂ及び図４０Ｃは、摺動して長さが可変のストラップを配置するための代
替の機構を提供する。図４０Ｂにおいては、摺動ストラップは上部ではなく靴の基部から
始まり、図４０Ｃにおいては、摺動ストラップは靴の前部から始まる。図４０Ｃは、同様
に中央浮遊調節ループと靴の後方かかと領域との間の選択的な固定ストラップ取り付けを
開示する。
【００５５】
　[0095]図４０Ｄは、本発明の基本的な「Ｚ」ストラップシステムのための機能的な構造
を提供し、一方で図４０Ｅは、本発明の基本的な「Ｘ」ストラップシステムの機能的な構
造を提供する。
【００５６】
　[0096]本発明は、多くの好ましい実施形態に関連して記載されているが、当業者は、シ
ステムの根本的な部品が上述した他の好ましい実施形態の部品と組み合わせて利用され得
ることが理解されるであろう。上述した中央アンカーループと同様に、ストラップの各々
の固定端部の特定の配置の変形が予測される。各実施形態に亘る本発明の目的は、着用者
の足の周囲の靴部品の水平及び垂直締結をもたらすために、靴の側面の内側（一例として
、又は外側）の中央点に向かうストラップの張力を提供することである。重要な要素は、
靴のつま先領域から中央部への水平方向の張力と、典型的には複数の靴ひもにより達成さ
れ得るような靴を横切る張力とを引く働きをする、前方調節ストラップ構造を含む。様々
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な後方及び下部調節ストラップが、靴のかかと領域、靴の上部上方領域、及び靴底領域を
共に引く働きをし、張力ベクトルを浮遊バックルが配置されている中心点に導く。固定取
り付け点、バックル配置点、及び調節ストリップの配置に関連する変形が、本発明の範囲
に含まれるように考えられる。

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】



(18) JP 6236142 B2 2017.11.22

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(19) JP 6236142 B2 2017.11.22

【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】

【図１２Ｃ】 【図１２Ｄ】

【図１３】



(20) JP 6236142 B2 2017.11.22

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】



(21) JP 6236142 B2 2017.11.22

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６Ａ】

【図２６Ｂ】

【図２６Ｃ】

【図２７】



(22) JP 6236142 B2 2017.11.22

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】

【図３３Ａ】

【図３３Ｂ】

【図３３Ｃ】

【図３４】



(23) JP 6236142 B2 2017.11.22

【図３５】

【図３６Ａ】

【図３６Ｂ】

【図３６Ｃ】

【図３６Ｄ】

【図３６Ｅ】

【図３７】

【図３８】



(24) JP 6236142 B2 2017.11.22

【図３９】

【図４０Ａ】

【図４０Ｂ】

【図４０Ｃ】

【図４０Ｄ】

【図４０Ｅ】



(25) JP 6236142 B2 2017.11.22

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100186613
            弁理士　渡邊　誠
(72)発明者  トーマス・エム・アダムス
            アメリカ合衆国テキサス州７８２３９，サンアントニオ，グランド・パーク・ドライブ　１０４３
            ０
(72)発明者  アンドリス・カルンス
            アメリカ合衆国テキサス州７８０２３，ヘローツ，タイガー・ロード　１２３３７

    審査官  石井　茂

(56)参考文献  特開平１１－３２８１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２５９６８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平７－３９５１２（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４３Ｃ　　１１／１４　　　　
              Ａ４３Ｂ　　　１／００－２３／３０　　　
              　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

